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北海道電力の電気料金再値上げの申
請を受け、その審査が始まった。値上
げ率は大幅で、短期的に北海道経済に
打撃を与えるだけでなく、安定的な需
要家の退出に伴う系統の不安定化が、
長期的に再生可能エネルギー普及の妨
げになることも懸念される程、深刻な
率だ。
今回の審査では、原発再稼働の遅れ
に伴う変分改定と認められれば、事業
報酬率を議論する余地はほとんどな
い。しかし私は事業報酬率に対して割
り切れない思いをずっと抱いてきた。
今回はあえて事業報酬の問題を取り上
げる。

（事業報酬率の算定）
電気料金の原価には資本費用に当た
る事業報酬が含まれている。事業報酬
率は借入に当たる他人資本に対する報
酬率と自己資本に対する報酬率を７対
３の割合で加重平均して決まる。自己
資本に対する報酬率は、事業特有のリ
スクを表すβ値と一般企業の平均利益
率から決まる。今回私が問題とするの
は７対３の割合に関してである。　
通常自己資本の報酬率は他人資本の
報酬率より高い。従ってこの事業報酬
率の算定ルールは、自己資本比率が３
割を下回る局面では事業者に過大な報
酬を与える。このルールが導入された
時点では事業者の自己資本比率は３割
を下回っていた。にもかかわらず、な

ぜ消費者の負担でこのようなつかみ金
を事業者に与える制度にしたのか。超
過利潤を積み立てさせ、安定供給上望
ましい、少なくとも３割の自己資本比
率にする誘因を事業者に与えるため、
と説明する者もいるが、信じがたいほ
ど愚かな議論である。実際の自己資本
比率によらず３割の自己資本比率があ
ると見なされて報酬が得られるので、
実際の自己資本比率が低いほど差益が
得られる。つまり自己資本を引き上げ
ない誘因を与える制度になっている。
もちろん、安定供給を大切にする事

業者は、この負の誘因に打ち勝って自
己資本比率を少なくとも３割に引き上
げるだろう。震災前、各社の自己資本
比率が３割を下回っていた事実を見れ
ば、事業者が安定供給と利益のいずれ
を重視していたのかが分かるだろう。

（明らかに過大な事業報酬）
北電の震災直前の自己資本比率は３

割を大きく下回っていた。もし安定供
給上３割の自己資本が必要であったと
すれば、３割の自己資本比率を擬制す
る現行の制度が期待した、自己資本充
実の努力を北電はずっと怠っていたこ
とになる。もし北電が安定供給のため
に３割もの自己資本比率は不要と考え
ていたなら、制度の想定と事業者の思
いが一致していなかったことを表して
いる。いずれにせよ、このつかみ金を
北電に与え続ける理由などないことを

る」姿勢である。一委員からのわずか
な時間の質問だけで、北電の本気さを
疑わせる複数の問題が明らかになった
ことからも、これらが氷山の一角で、
甘い対応が多くあることを疑わざるを
得ない。
３割の自己資本比率が望ましいとい
う価値観を共有せず、自己資本の毀損
を防ぐためにできることはすべてして
きたとも言えない事業者に、３割の自
己資本比率を前提とした事業報酬率を
認めないとするのが不当だとは、私に
は思えない。一方、料金値上申請に先
立って査定ルールを整理した有識者会
議でも、その後の料金の本格改定を査
定する委員会でも、「３割ルール」に
疑問を呈する主張は賛同を得られず、
このルールが見直されることはなかっ
た。料金の本格改定時ですら認められ
た３割ルールを、変分改定の今回見直
すのは不自然で、今回もこのルールに
基づく事業報酬が認められることにな
るだろう。残念ながら、私が何を言っ
ても「負け犬の遠吠え」に過ぎない。
しかしこのことだけは強調したい。
２重に過大な事業報酬から得られる利
益分は、経営者の才覚や努力によって
得られたものではなく、制度的に担保
された、消費者が過大に負担した料金
から得られたつかみ金である。このお
金を自分たちの才覚や努力で得た利益
と勘違いして、安定供給と無関係な用
途に安易に使うべきではない。

示していないだろうか。
さらに、算定された自己資本報酬率
も過大である。β値で表されるリスク
は自己資本比率に依存する。業界平均
で３割を大きく下回る低い自己資本比
率に伴う高いリスクから算定された過
大な報酬率を、実際には存在しない３
割の自己資本比率に掛けて報酬を受け
取る。２重に過大な事業報酬となる。

（資本毀損の責任はないのか？）
再値上げに関する最初の審査委員会
で、北電社長から、安定供給に支障を
きたしかねない程、自己資本が毀

きそん

損し
たことが指摘された。この主因が原発
の再稼働の遅れなのは明らかだ。しか
し「北電が最大限の努力をしたにもか
かわらずこの事態に至った」という説
明には説得力がないことが、既にこの
委員会で明らかになった。
北電は、本格改定の際に示された、
料金原価に算入可能な役員ひとり当た
りの報酬の「上限」を超える報酬を役
員に支払い続けている。原価に含まれ
ない支出は自己資本を毀損することを
承知の上で意図的に選択した、お手盛
りの支出である。これを含め、このよ
うな危機的事態に直面している会社と
は思えない「ぬるい」対応が明らかに
なった。役員報酬や役員OBへの支払
いなど、燃料費の増加額に比べれば無
視できる程の小額だとしても、問題は
「自分たちでできる最大限の努力をす

現行の電気事業報酬は
適正か
◉見直すべき３割自己資本比率擬制ルール
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